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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
運
転
免
許
証
更
新
手
数
料
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
の
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
運
転
免
許
関
係
職
員
の
一
秒
当
た
り
の
単
価
」
は
、
平
成
十
年
度
当
初
に
お
い
て
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
別
表
に
規
定
さ
れ
て
い
た
警
察
費
に
係
る
単
位
費
用
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
用
い
た
警
察
職

員
の
給
与
を
基
に
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
の
一
の
�
に
つ
い
て

運
転
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
に
係
る
事
務
と
し
て
は
、
更
新
申
請
の
受
理
か
ら
免

許
証
の
交
付
ま
で
の
一
連
の
事
務
が
考
え
ら
れ
る
が
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
務
に
従
事
す
る
警
察
職
員

の
数
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
一
）
の
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
申
請
受
付
」
に
は
、
免
許
証
の
更
新
申
請
者
の
同
一
性
及
び
免
許
証
更
新
申
請
書
の
記
載
誤
り
の
有
無
等
の

確
認
、
免
許
証
更
新
申
請
書
へ
の
免
許
証
の
複
写
等
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
免
許
台
帳
作
成
」
に
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
ご
と

一



に
作
成
し
て
い
る
免
許
台
帳
（
免
許
証
番
号
、
免
許
の
種
類
、
免
許
を
受
け
た
者
の
本
籍
、
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、

免
許
証
の
更
新
年
月
日
等
を
記
載
し
た
台
帳
を
い
う
。
）
の
更
新
等
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
適
性
検
査
」
に
は
、
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
視
力
検
査
等
の
適
性
検
査
の
実
施
及
び
結
果
の
判

定
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
不
適
格
者
等
の
照
会
」
に
は
、
免
許
の
取
消
事
由
等
に
該
当
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
照
会
、
免

許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
こ
と
の
運
転
者
管
理
フ
ァ
イ
ル
へ
の
登
録
等
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
免
許
証
作
成
」
に
は
、
免
許
証
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
写
真
の
撮
影
、
免
許
証
の
印
刷
、
免
許
証
作
成

シ
ス
テ
ム
の
点
検
整
備
等
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
交
付
等
」
に
は
、
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
の
決
裁
及
び
免
許
証
交
付
の
事
務
が
含
ま
れ
る
。

（
一
）
の
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
適
性
検
査
用
具
」
と
は
、
視
力
検
査
器
、
万
国
式
試
視
力
表
、
視
野
検
査
器
、
奥
行
知
覚
検
査
器
、
聴
力
装

置
及
び
運
動
能
力
測
定
装
置
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
購
入
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
製
品
の
価
額
を
そ
の
ま
ま

用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

二



（
一
）
の
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
四．

〇
九
円
」
は
、
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
十
九
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
。
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規

定
す
る
免
許
証
更
新
手
数
料
の
額
の
積
算
に
用
い
ら
れ
た
光
熱
水
費
の
額
に
、
当
時
の
総
務
庁
統
計
局
が
作
成
し
、
公
表
し

て
い
た
光
熱
・
水
道
に
係
る
消
費
者
物
価
指
数
の
平
成
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
年
十
月
ま
で
の
上
昇
率
二
・
三
パ
ー
セ
ン

ト
を
基
に
、
一
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
備
品
」
と
は
、
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
免
許
証
更
新
申
請
者
等
の
顔
写
真
を

含
む
免
許
情
報
を
電
子
的
に
記
録
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
免
許
証
更
新
申
請
書
の
記
載
台
等
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
消
耗
品
」
と
は
、
免
許
証
作
成
用
イ
ン
ク
リ
ボ
ン
等
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
印
刷
製
本
費
」
と
は
、
免
許
証
更
新
申
請
書
の
印
刷
及
び
免
許
証
台
紙
等
の
購
入
の
た
め
の
経
費
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
維
持
修
繕
費
」
と
は
、
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
及
び
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
維
持
修
繕
に
要
す
る
経
費

で
あ
る
。

（
一
）
の
三
に
つ
い
て

三



旧
令
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
免
許
証
更
新
手
数
料
の
額
の
積
算
に
用
い
ら
れ
た
償
却
費
及
び
維
持
費
の
額
に
、
当
時
の

総
務
庁
統
計
局
が
作
成
し
、
公
表
し
て
い
た
総
合
物
価
に
係
る
消
費
者
物
価
指
数
の
平
成
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
年
十
月

ま
で
の
上
昇
率
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
基
に
、
一
・
〇
三
五
を
乗
じ
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
の
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
通
知
費
」
中
の
「
人
件
費
」
と
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

等
の
施
行
に
伴
う
警
察
庁
関
係
総
理
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
二
十
九
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
書
面
を
作
成
し
、

送
付
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
た
警
察
職
員
に
係
る
人
件
費
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
通
知
費
」
中
の
「
物
件
費
」
と
は
、
当
該
事
務
に
用
い
て
い
た
自
動
封
か
ん
機
等
に
係
る
経
費
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
郵
便
料
等
」
と
は
、
当
該
書
面
の
紙
代
及
び
郵
送
料
で
あ
る
。

（
二
）
の
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
運
転
免
許
関
係
職
員
」
と
は
、
優
良
運
転
者
等
講
習
を
行
う
講
習
指
導
員
の
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
の
二
に
つ
い
て
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お
尋
ね
の
「
人
当
庁
費
」
の
対
象
は
、
優
良
運
転
者
等
講
習
を
行
う
講
習
指
導
員
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
三
四
、
二
〇
〇
円
」
は
、
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
官
房
会
計
課
が
作
成
し
た
平
成
十
一
年
度
内
閣
・
総
理
府

概
算
要
求
単
価
算
定
資
料
に
お
け
る
人
当
庁
費
を
、
優
良
運
転
者
等
講
習
を
行
う
講
習
指
導
員
の
人
当
庁
費
と
し
て
用
い
た

も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
〇
。
四
四
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
一
人
の
講
習
指
導
員
が
一
日
に
行
う
優
良
運
転
者
等
講
習
の

標
準
的
な
回
数
が
七
回
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
回
の
講
習
時
間
で
あ
る
三
十
分
に
七
を
乗
じ
て
得
た
値
を
一
日
の
勤
務

時
間
で
あ
る
八
時
間
で
除
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
二
、
〇
五
九
回
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
一
年
間
に
実
施
す
る
優
良
運
転
者
等
講
習
の
講
習
会
場
一
か
所

当
た
り
の
標
準
的
な
回
数
で
あ
る
。

（
二
）
の
三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
テ
レ
ビ
」
、
「
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
」
及
び
「
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
」
に
係
る
経
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の

製
品
の
価
額
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

各
都
道
府
県
警
察
が
保
有
す
る
物
品
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
警
察
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
と

五



し
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
承
知
し
て
い
な
い
。

な
お
、
手
数
料
の
積
算
に
当
た
り
、
お
尋
ね
の
「
テ
レ
ビ
」
及
び
「
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
」
に
つ
い
て
は
、
耐
用
年
数
経
過
後

に
購
入
価
額
の
十
分
の
一
の
価
値
が
残
存
す
る
と
の
想
定
の
下
、
こ
れ
ら
に
係
る
教
育
用
器
材
費
に
つ
い
て
は
当
該
購
入
価

額
か
ら
そ
の
十
分
の
一
の
額
を
減
じ
た
額
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
二
、
〇
五
九
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
二
）
の
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）
の
三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
写
真
パ
ネ
ル
」
と
は
、
交
通
事
故
の
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
等
を
は
り
付
け
た
台
板
の
こ
と
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
二
、
〇
五
九
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
二
）
の
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）
の
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
資
料
」
の
種
類
及
び
そ
の
額
は
、
適
性
検
査
用
紙
二
十
一
円
、
道
路
交
通
法
令
に
関
す
る
資
料
百
五
十
二
円
、

自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
実
践
的
な
知
識
や
応
急
救
護
措
置
の
方
法
等
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
資
料
九
十
円
及
び

当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
交
通
事
故
の
発
生
状
況
そ
の
他
交
通
の
実
態
を
盛
り
込
ん
だ
資
料
六
十
三
円
で
あ
る
。

（
二
）
の
五
の
�
に
つ
い
て
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「
優
良
運
転
者
等
講
習
手
数
料
」
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
講
習
時
間
で
あ
る
三
十
分
当
た
り
の
経
費
を
算
出
し
た
も
の
で

あ
り
、
積
算
に
間
違
い
は
な
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
文
書
中
の
「
一
時
間
当
た
り
の
経
費
」
は
、
単
位
時
間
当
た
り
の
経
費
を
表
す
も
の
と
し
て
地
方
分
権

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
警
察
庁
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
施
行
令
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
免
許
に
係
る
講
習
手

数
料
の
額
の
積
算
資
料
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
項
の
名
称
で
あ
り
、
講
習
の
種
別
に
応
じ
同
条
に
お
い
て
講
習
一
時

間
当
た
り
の
手
数
料
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
講
習
手
数
料
に
つ
い
て
は
講
習
一
時
間
当
た
り
の
経
費
を
、
講
習
一
回
当
た

り
の
手
数
料
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
講
習
手
数
料
に
つ
い
て
は
講
習
一
回
当
た
り
の
経
費
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
七
人
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
実
施
し
て
い
る
優
良
運
転
者
等
講
習
一
回
当
た
り
の
標
準
的
な
受
講
者
数

で
あ
る
。

（
二
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

優
良
運
転
者
等
講
習
手
数
料
は
、
講
習
会
場
の
種
別
を
問
わ
ず
、
当
該
講
習
に
必
要
な
経
費
の
標
準
的
な
額
を
基
に
積
算
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し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

優
良
運
転
者
等
講
習
手
数
料
を
含
む
免
許
に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
積
算
の
結
果
を
十
の
位
で
四
捨
五
入
し
、
百

円
単
位
の
額
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
三
）
の
一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
会
場
借
上
費
」
と
は
、
講
習
の
実
施
に
当
た
り
必
要
と
な
る
施
設
の
使
用
料
で
あ
る
。

優
良
運
転
者
等
講
習
に
つ
い
て
は
更
新
手
続
の
場
に
お
い
て
写
真
パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
講
習
を
実

施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
般
運
転
者
講
習
に
つ
い
て
は
講
習
を
実
施
す
る
た
め
の
別
途
の
施
設
を
用
い

る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
一
般
運
転
者
講
習
手
数
料
の
積
算
に
「
会
場
借
上
費
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
の
一
の
�
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
警
察
に
お
け
る
個
別
の
会
場
の
借
上
げ
に
要
す
る
具
体
的
な
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
職
員
Ａ
」
及
び
「
職
員
Ｂ
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
運
転
者
講
習
を
行
う
講
習
指
導
員
及
び
当
該
講
習
を
補

八



助
す
る
者
（
以
下
「
一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
」
と
い
う
。
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
一
年
間
に
実
施
す
る
一
般
運
転
者
講
習
の
標
準
的
な
回
数
で
あ

る
。

（
三
）
の
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
人
当
庁
費
」
の
対
象
は
、
一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
三
四
、
二
〇
〇
円
」
は
、
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
官
房
会
計
課
が
作
成
し
た
平
成
十
一
年
度
内
閣
・
総
理
府

概
算
要
求
単
価
算
定
資
料
に
お
け
る
人
当
庁
費
を
、一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
の
人
当
庁
費
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
一
〇
人
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
の
一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
の
標
準
的
な
人
数
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
）
の
四
の
�
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
警
察
が
保
有
す
る
物
品
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
警
察
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
と

し
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
承
知
し
て
い
な
い
。

九



な
お
、
手
数
料
の
積
算
に
当
た
り
、
お
尋
ね
の
「
一
六
ミ
リ
映
写
機
」
、
「
ス
ラ
イ
ド
映
写
機
」
、
「
ス
ク
リ
ー
ン
」
及

び
「
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
投
影
機
」
に
つ
い
て
は
、
耐
用
年
数
経
過
後
に
購
入
価
額
の
十
分
の
一
の
価
値
が
残
存
す
る
と
の
想

定
の
下
、
こ
れ
ら
に
係
る
教
育
用
器
材
費
に
つ
い
て
は
当
該
購
入
価
額
か
ら
そ
の
十
分
の
一
の
額
を
減
じ
た
額
を
基
礎
と
し

て
算
出
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
一
一
九
回
」
は
、
各
都
道
府
県
警
察
が
一
年
間
に
実
施
す
る
一
般
運
転
者
講
習
の
講
習
会
場
一
か
所
当
た
り

の
標
準
的
な
回
数
で
あ
る
。

（
三
）
の
四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
映
画
フ
ィ
ル
ム
」
及
び
「
ス
ラ
イ
ド
フ
ィ
ル
ム
」
に
係
る
経
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
製
品
の
価

額
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
）
の
四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
」
と
は
、
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
投
影
機
に
よ
る
映
写
用
の
透
明
シ
ー
ト
原
板
の
こ
と

で
あ
る
。

一
〇



お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
巡
回
用
車
両
費
」
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
製
品
の
価
額
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

（
三
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
巡
回
用
車
両
」
は
、
一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
が
通
常
勤
務
し
て
い
る
場
所
と
講
習
会
場
と
の
間
の
移
動

に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
）
の
五
の
�
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
警
察
が
保
有
す
る
物
品
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
警
察
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
と

し
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
承
知
し
て
い
な
い
。

な
お
、
手
数
料
の
積
算
に
当
た
り
、
お
尋
ね
の
「
巡
回
用
車
両
」
に
つ
い
て
は
、
耐
用
年
数
経
過
後
に
購
入
価
額
の
十
分

の
一
の
価
値
が
残
存
す
る
と
の
想
定
の
下
、
お
尋
ね
の
「
巡
回
用
車
両
費
」
に
つ
い
て
は
当
該
購
入
価
額
か
ら
そ
の
十
分
の

一
一



一
の
額
を
減
じ
た
額
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
て
い
る
。

（
三
）
の
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
一
三
、
七
九
四
㎞
」
は
、
一
般
運
転
者
講
習
指
導
員
等
の
通
常
勤
務
し
て
い
る
場
所
と
講
習
会
場
と
の
間
の

一
年
間
の
標
準
的
な
移
動
距
離
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
二
、
七
三
一
回
」
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
）
の
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
資
料
」
の
種
類
及
び
そ
の
額
は
、
（
二
）
の
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

（
三
）
の
八
に
つ
い
て

「
一
般
運
転
者
講
習
手
数
料
」
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
講
習
時
間
で
あ
る
二
時
間
当
た
り
の
経
費
を
算
出
し
た
も
の
で
あ

り
、
積
算
に
間
違
い
は
な
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
文
書
中
の
「
一
時
間
当
た
り
の
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
（
二
）
の
五
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

一
二


